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誓約書兼同意書

令和　　　　年　　月　　日

私は、「松阪市産業用地民間開発支援事業補助金交付要領（以下、「要領」という。）」に基づき、以下の事項について誓約します。
また、これに反した場合には、市が行う指定の取消や、松阪市産業用地民間開発支援事業補助金（以下、「補助金」という。）の交付決定の全部または一部取消に異議を申し立てないこと、並びにすでに補助金が交付されているときは当該補助金を市に返還することに同意します。

	１．応募資格や指定申請に関する事項

	1
	申請する事業が支援対象事業のすべての要件を満たしていること
	□

	2
	国税及び地方税を滞納していないこと
	□

	3
	開発に必要な資格、届出その他の手続きを完了していること
	□

	4
	複数の区画を有し、複数社への分譲を予定している開発計画であること
	□

	5
	本市が求める報告の他、本市が行う調査等に協力すること
	□

	6
	補助金の支援があることを踏まえ、適正かつ妥当な分譲価格となるよう十分に配慮すること。
	□

	7
	民間事業者またはその役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。）第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
	□

	8
	公序良俗に反する事業その他支援の対象として社会通念上不適切であると認められる事業を営む者でないこと
	□

	9
	指定後、速やかに本市（産業政策課）と補助金に関する協議を行うこと
	□

	10
	申請書や添付書類の内容等について相違ないこと
	□




	２．協定締結等に関する事項

	
	以下の事項について協定を締結すること
	□

	
	1 産業用地開発支援事業の工程に関する事項

	
	2 要領の遵守に関する事項
■開発工事の着工に関すること（第８条）
■事業内容の変更に関すること（第９条）
■事業者の報告等に関すること（第１０条）
■事業の完了報告に関すること（第１１条）
■指定の取消しに関すること（第１２条）
■松阪市産業用地民間開発支援事業補助金の交付に関すること（第１３条）
■産業用地の用途変更の禁止に関すること（第１４条）
■松阪市産業用地民間開発支援事業補助金の取消し等に関すること（第１５条）
■松阪市産業用地民間開発支援事業補助金の返還に関すること（第１６条）

	
	3 開発工事における災害の防止、環境の保全等に関する事項

	
	4 開発工事における市内企業の活用に関する事項

	
	5 誘致企業に関する事項

	
	6 分譲地の取扱いに関する事項
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